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　本会が設置する専門委員会による協議の結果、第74回中小企業団体全国大会への提出意見は下記のとおりになり

ました。この提出意見は、関東甲信越静中央会のブロック会議及び全国中央会での調整を経て、全国大会での決議に

反映されます。

　専門委員会は会長の諮問機関として課題ごとに６つの委員会が設置されており、行政などへの意見要望等について

審議しています。

１．原油・原材料・資材価格等高騰の影響を受ける中小企業・小規模事業者に対して製品製造コス
ト上昇分を取引価格に反映するためコストの負担軽減策や適正な価格転嫁が図られるよう対策
を講じること

⑴　労務費、原材料費、エネルギー等コスト上昇分を取引価格へ反映できるよう行政による指導を徹底する

とともに、業種・業態ごとの指導経過を公表すること

⑵　親会社と1次下請との取引だけでなく、2次・3次下請といった取引へも行政指導を積極的に行い、指導

経過を公表すること

２．コロナ禍等により創設された新たな中小企業関連支援業務に迅速に対応できるよう、中小企業団体
中央会等の支援体制を強化し、連携対策予算の確保・強化を図ること

３．新たな挑戦を必要とする政策課題への対応や民間の技術革新の創出のため、政策と一体化した
新たな公共調達制度（戦略的政府調達）を取り入れ、中小・小規模事業者が参入しやすい環境整
備に努めること

４．コロナ禍の影響を受ける官公需適格組合や地域中小・小規模事業者の受注機会の確保・拡大の
ため、予算決算及び会計令、地方自治法を見直し、少額随意契約の適用限度額の引き上げを図
ること

１．最低賃金の決定にあたっては、経済情勢を踏まえ、足下の景況感や地域経済の状況、企業にお
ける賃上げや雇用動向などを十分に反映したものとすること

各委員会個別要望項目

第74回
中小企業団体全国大会への
提出意見案

〔　総　合　〕

〔　労　働　〕
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２．一般会計資金投入による雇用保険財政の安定化を図り、事業者負担となる雇用保険料率の引き上
げを回避するとともに、今後の経済状況を踏まえた上で引き下げも含めた見直しを図ること

３．最低賃金の引き上げに伴うパートタイム労働者の税制上の扶養制度と社会保険上の扶養制度で
の基準となる年収額を引き上げること

４．中小企業の実状に合わせたDX・デジタル化推進策を講じるとともに、中小企業におけるデジ
タル人材育成のための中小企業組合を通じた支援策の強化・拡充を図ること

５．大規模災害などの緊急時における外国人技能実習生の保護に伴う予算措置などの支援体制の整
備を図ること

１．部材、原材料の高騰や原材料不足等により悪化した資金繰りを改善するための支援策を拡充す
ること

２．新型コロナウイルス感染症等の影響を受け、多重債務を抱える中小・小規模事業者に対して、
金融機関による債務の一本化や返済条件の緩和など、返済負担軽減策を講じること

３．民法改正前に実行した既往債務に関する経営者保証について、円滑な事業承継の観点から、契
約変更等、柔軟な対応を図るよう金融機関に対し要請を行うこと

１．消費税の簡易課税制度における各業種のみなし仕入れ率について、現状を踏まえた見直しを図
ること

２．円滑な事業承継について

⑴　事業承継税制について納税猶予適用後の手続きを簡素化すること

⑵　取引相場のない株式評価方法について、国内の経済状況及び企業の財務状況など、実態に則した株価と

なるよう見直しを図ること

１．中小企業のカーボンニュートラル・脱炭素に対する活動の積極的支援及び安定的なエネルギー
供給源の確保、構築

⑴　新たな設備投資に対する補助金等の拡充と各種支援制度の一元的な情報提供、相談体制の充実

⑵　カーボンニュートラル・脱炭素に取り組む中小企業への専門家派遣事業等の拡充

⑶　脱炭素に向けた電力等の導入にあたって切り替え初期のランニングコストの負担軽減

⑷　再生可能エネルギーについて、早急に安定的なエネルギー供給源の確保を強く要望する

２．「エコアクション２１」制度への支援の拡充について

⑴　脱炭素に繋がりやすい制度であるエコアクション２１の周知活動を一層強化すること

⑵　エコアクション２１の新規登録事業者に対する支援措置を行うこと

⑶　エコアクション２１の取得企業に対する官公需発注などにおける優遇措置を創設すること

〔　金　融　〕

〔　税　制　〕

〔　エネルギー・環境　〕
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１．長引く「コロナ禍」並びにウクライナ情勢等の影響を受けた小規模事業者・中小企業への支援拡
充について

⑴　新型コロナウイルス感染症拡大の影響、ウクライナ情勢、為替の変動等の厳しい経営環境に対応するた

め、特に経営基盤が弱い小売業、サービス業が行う業態転換・新分野進出を円滑に行える支援の拡充・

強化を図ること

２．地域活性化の旗手となる商店街等への支援策拡充について

⑴　商店街の活性化を図るため、過年度に実施した「地域商店街活性化事業」（にぎわい補助金）、「商店街まち

づくり事業」等と同様のソフト・ハード強化を通じた地域活性化に向けた支援策を講じること

⑵　持続可能なまちづくりを進める上で大型店等にも積極的に商店街等に加入を促し、街づくりへの参画を

促すような指導スキームの策定を講じること

３．キャッシュレス決済システムを普及・推進並びに決済手数料の低減に向けた抜本的な見直しに
ついて

⑴　消費・需要喚起策として小売業やサービス業に効果的なキャッシュレス決済を普及させるため、事業者

側に大きな負担となっているキャッシュレス決済手数料の抜本的な見直しを政府主導で行うこと

⑵　消費購買力を回復させるため、過年度に実施した「キャッシュレス・ポイント還元事業」を復活させるこ

と

４．小売業やサービス業におけるデジタル化促進に向けた支援策拡充について

⑴　小売業やサービス業など特に小規模事業者がＩＴツールを活用し、生産性の向上を促進するため、中小

企業組合等を受け皿とした取り組みを推進させること。さらに、着実なＩＴ活用促進のため、専門家等

を派遣し、導入前後の支援体制を構築すること

１．事業再構築補助金の申請要件の緩和

⑴　新たな取組に挑戦する中小企業の申請を促進するため、補助対象事業の要件を緩和し申請に挑戦できる

環境を整えること

２．ものづくり補助金の継続・拡充について

⑴　ものづくり補助金を継続するとともに、建物の建設・改修など補助対象経費を拡充し、中小・小規模企

業の高付加価値化を図ること

⑵　複数年に及ぶ新商品・新サービス開発を支援できる制度を設けること

３．補助金採択事業者の事業化実現のためのフォローアップ強化

⑴　ものづくり補助金・事業再構築補助金の採択事業者が策定した事業計画の実現のために専門家派遣や販

路開拓などのフォローアップ予算を確立させること

４．エネルギー・原材料等の受給バランスの確保と価格の安定化

⑴　エネルギーコストや原材料の受給バランスの安定化を図り、価格の高騰を抑制する対策を様々な観点か

ら講じること

〔　工　業　〕

〔　商業・サービス業　〕
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令和4年度専門委員会　委員名簿

総合委員会

労働委員会 商業サービス業委員会

金融税制委員会 工業委員会

エネルギー・環境委員会
委 員 長

副委員長

副委員長
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副委員長

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員
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委　　員
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委　　員

委　　員
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副委員長

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

委　　員

内 田　　 了

髙 木　　 宏

飯 沼 健 史

江 森 克 治

歳 原 博 幸

中 辻 和 夫

細 谷 和 久

佐 藤 正 道

早 川 正 彦

石 田　　 隆

大 植 正 一

井 上 恒 次

秋 山 芳 夫

加 藤　　 諭

大久保　慶　一

金 子 修 司

石 田　　 正

山 田 　 隆

広 田　　 博

森　 　 勇 人

各 務　  毅

髙 橋　　 稔

小 嶋 大 介

坂 入　　 満

工 藤 靖 則

白 石 俊 彦

工 藤 桂 一

飯 島 文 男

加 藤 和 之

竹 中 伸 幸

山 田 勝 己

石　井　二三夫

福　本　幸太郎

杉 本 祥 一

山 下　　 晃

土 地 竜 太

山 本 隆 史

長 谷 雅 彦

山　口　ひとみ

松 本 美 江

水 野 堅 市

長 嶌 達 夫

豊 田　　 猛

原　　 宣 幸

金 田 勝 俊

鈴 木 和 彦

碇 谷 友 貴

渡　邉　多喜男

伊 藤 惠 久

武 井 勇 二

池 上　　 浩

清 水 賢 一

栗 原 清 剛

山 下 隆 盛

丸 山 裕 司

堀 切 義 昭

市 川　　 肇

平 森 基 起

田 村 貴 寿

白 土 博 子

角 田 秀 幸

森　　 隆 雄

足 立 成 之

下 村　　 博

𠮷 田 和 彦

大河原　　　達

吉 田 基 一

山 﨑 慎 介

鈴 木 茂 男

伊 藤　　 博

吉 水 啓 子

平 出 揚 治

常 盤 卓 嗣

西 潟 幸 雄

山 﨑 潤 一

横 田 昌 司

松 信　　 裕

遠 藤 繁 仁

鈴 木 俊 規

加 藤 直 樹

関東地区機械産業協同組合

警備業横浜協同組合

神奈川県貨物自動車事業協同組合連合会

神奈川県印刷工業組合

神奈川県内陸工業団地協同組合

神奈川県金属プレス工業協同組合

相模原市ＬＰＧ協同組合

神奈川県塗装工業協同組合

清水原工業団地協同組合

横浜市管工事協同組合

神奈川県福祉共済協同組合

神奈川県食肉業務用卸協同組合

横浜市防災消防事業協同組合

小田原市建築事業協同組合

神奈川県建設資材協同組合

横浜市建築設計協同組合

神奈川県防災消防協同組合

横浜港運事業協同組合

神奈川県火災共済協同組合

神奈川県パン協同組合連合会

川崎港湾物流協同組合

東京地方税理士協同組合

神奈川県砕石工業組合

神奈川県旅行業協同組合

さがみ野工業団地協同組合

神奈川県料理材料卸商協同組合

神奈川県鉄筋業協同組合

横浜市下水道管理協同組合

神奈川県建設防水事業協同組合

川崎市ビルメンテナンス業協同組合

協同組合高津工友会

神奈川県鉄構業協同組合

神奈川県室内装飾事業協同組合

さがみはら IT 協同組合

横浜港運関連事業協同組合

協同組合すばる

湘南社会福祉事業協同組合

ＩＣＴ産業協同組合

横浜みなと介護福祉事業協同組合

協同組合全日本通訳案内士連盟

ワイ・アール・ピー情報産業協同組合

横浜市綜合パン・米飯協同組合

神奈川県自動車整備商工組合

神奈川県管工事協同組合連合会

藤沢市資源循環協同組合

神奈川県電気工事工業組合

神奈川県中小企業青年中央会                       

神奈川県不動産賃貸業協同組合

平塚市資源回収協同組合

横浜電機・精機工業団地協同組合

川崎総合物流運輸協同組合

茅ヶ崎市緑化事業協同組合

横浜市資源リサイクル事業協同組合

特定非営利活動法人外装エコロジーシステム

神奈川県綾瀬工業団地協同組合

神奈川県工業塗装協同組合

神奈川県板金工業組合

横浜化学工業団地協同組合

伊勢原市歌川産業協同組合

かながわ女性経営者中央会

神奈川県住宅保全協同組合

神奈川県こんにゃく協同組合

神奈川県段ボール箱協同組合

協同組合コイト協力会

神奈川県型枠工事業協同組合

相模原市管工事設備協同組合

浅野町工業団地組合連絡協議会

神奈川県メッキ工業組合

箱根温泉旅館ホテル協同組合

神奈川県商店街振興組合連合会

海老名第一商業協同組合

野毛地区振興事業協同組合

湘南スターモール商店街振興組合

神奈川県タイヤ商工協同組合

神奈川県浴場商業協同組合

湘南製麺協同組合

神奈川県書店商業組合

神奈川県自転車商協同組合

神奈川新聞販売協同組合

横浜豆腐商工業協同組合
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中央会トピックス中央中央中央中央中央会トピックス会 ス会 ス会トピックス会トピックス中央会トピックス

　令和4年6月8日（水）、「2030年 CO₂の46％削減・2050年カーボンニュートラル社会の実現」のための意見交換
会が神奈川県庁で行われました。本会からは坂倉筆頭副会長が参加し、環境政策について環境省政務と意見交換を行
いました。
　意見交換会は、環境省政務が47都道府県を行脚し、自治体や関係
機関と環境政策（特に地域の脱炭素）について意見交換を行うもので
す。当日は大岡環境副大臣、黒岩神奈川県知事、山中横浜市長、小
田原箱根商工会議所鈴木会頭などが参加されました。
　大岡副大臣から環境省の取組みについて話があった後、各参加者
が脱炭素に関する政策説明及び要望を行いました。
　本会坂倉筆頭副会長は、「中小企業が脱炭素の取り組みを進めるに
あたって、どのような支援メニューがあるのか、省庁が横断的に情
報提供するとともに、ワンストップで相談に応じる体制を充実・強
化することが必要である。」と要望を行いました。

　令和４年６月27日 ( 月 )、黒岩祐治神奈川県知事、西村斗利神奈川労働局長他が本会に来訪、新型コロナウイルス
感染症の影響下における雇用確保について協力要請を受けました。
　県知事及び神奈川労働局長名の要請文では、新型コロナウイルス感染症の影響下における雇用維持並びに新規学卒
者、就職氷河期世代、若年者、障がい者、女性及び高齢者等の雇用機会の確保等について、本会の会員・組合員企業
への周知の協力要請がなされています。

【要請の内容】

1  新型コロナウイルス感染症の影響下における雇用維持等について
2  新規学卒者について
3  就職氷河期世代への支援について
4  若年者について
5  障がい者について
6  女性について
7  高齢者について
8  就職にあたって困難を抱える者等について
9  新しい生活様式を踏まえた働き方改革について

【要請の詳細】

・新型コロナウイルス感染症の影響下、事業継続と人材確保のため支援策を活用し従業員の雇用を最大限に維持
・県内の産業を支える若者が、社会への第一歩を力強く、希望を持って踏み出していくことができるよう高等学校及
び大学等卒業予定者の積極的な採用
・学校卒業時の雇用環境が厳しく、やむを得ず非正規雇用で就労した就職氷河期世代の積極的な採用
・不本意なまま非正規雇用で働き続けている若年者の正社員転換・待遇改善について、より一層の取組
・法定雇用率の達成に向けた尽力と障がい者の雇用機会の確保や離職防止・職場定着に向けた適切な配慮
・女性の正社員としての雇用機会の確保や現在雇用している非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善とともに、不
妊治療や出産・育児、介護等をしながらも仕事との両立ができるよう働きやすい職場環境の整備
・高齢者に合った仕事の創出や短時間労働の職の拡大など、働く意欲のある高齢者の多様な働き方に対応できる就業
機会の提供
・母子・父子世帯の親、ケアラー、中途退学者、刑務所出所者等が働きやすい職場環境の整備、雇用機会の確保やキャ
リアアップなどの配慮
・新型コロナウイルス感染症を想定した新しい生活様式に対応した働き方である、テレワークの一層の推進と総労働
時間の短縮やワーク・ライフ・バランスを実現できる職場環境の改善への尽力

※要請文はホームページで全文をご確認いただけます。
　⇒ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/cnt/f532728/index.html

環境政策にかかる全国行脚（意見交換会）に
　　　　　　　　　本会坂倉筆頭副会長が参加

新型コロナウイルス感染症の影響下における雇用機会の確保を
意見交換会の様子

要請文を受け取る森会長（左）、
黒岩知事（中央）、西村労働局長（右）
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　本会では、エコアクション21の入門説明・相談会を毎月実施しています。エコアクション
21の概要と取り組み方法について、地域事務局と審査員が分かりやすくご説明いたしますの
で、お気軽にご参加ください。

※認証・登録事業者様のアフターフォロー（環境教育等）としても是非ご利用ください。

エコアクション21とは？
　環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステム（EMS）です。一般に、「PDCA サイクル」と呼ばれるパ
フォーマンスを継続的に改善する手法を基礎として、組織や事業者等が環境への取り組みを自主的に行うための方法
を定めています。エコアクション21は、あらゆる事業者が効果的、効率的、継続的に環境に取り組んでいただける
よう工夫されています。

認証・登録するメリットは？
　比較的短期間で取り組め、本業に寄与するための環境経営システムです。環境活動レポートとして自らの活動実績
を公表することで取引先や消費者等に対し、信頼性を向上させることも期待されます。最近では SDGs・脱炭素に向
けた取り組みに繋げる事業者様も増えています。エコアクション21を取得することで、CO2等の排出量の把握・管
理が可能となり、環境負荷及びエネルギーコスト等の削減が実現できます。

開催概要
【開 催 日】　2022年 7月20日（水）、8月17日（水）、9月21日（水）、10月19日（水）、11月16日（水）、12月21日（水）

2023年 1月18日（水）、2月16日（木）、3月15日（水）
【開催時間】　各回、①～③の時間帯のいずれかからお選びいただき、ご参加いただけます（先着順）

①13時15分～14時00分　　②14時15分～15時00分　　③15時15分～16時00分 　
【開催場所】　神奈川中小企業センター９階　神奈川県中小企業団体中央会「会議室」
【参 加 費】　無　料　
【申込方法】　E-mail 又は FAX にてお申込みいただけます。

（E-mail でのお申込み）　次の必要事項を入力の上、受付アドレスにメールをしてください。
①貴社・団体名　②業種　③所在地　④ TEL・FAX　⑤希望日・時間　⑥参加者氏名
⑦参加者所属・役職　E-mail：ea21@chuokai-kanagawa.or.jp

（FAX でのお申込み）　下記ホームページから申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記載の
上、FAXしてください。

URL：https://www.chuokai-kanagawa.or.jp/archives/10129
※参加時はマスクの着用をお願いいたします。　※ご希望の日にち・時間でご都合がつかない場合はご相談ください。

【お問合せ先】エコアクション21地域事務局かながわ　　TEL：045-671-1138
（横浜市中区尾上町五丁目80番地 神奈川中小企業センター9階　神奈川県中小企業団体中央会　情報調査部内）

エクアクション21の認証・登録するためのサポートを無料で受けることができます！

　現在、川崎市・横浜市・相模原市ではエコアクション21の認証・登録に向けた専門家によるサポートを希
望する企業様を募集しています。参加企業様はエコアクション21の審査申込までの専門家のサポートを無料
で５回まで受けることができます。認証・登録に興味がある方はこの機会に参加されてみてはいかがでしょう
か。詳しくは、下記日程の説明会にご参加ください。

川崎市
・日時　8月4日（木）14時～16時
・場所　川崎市役所会議室
※参加者の皆様に追ってご連絡いたします。

・申込方法
川崎市HPにてご確認ください

・問合せ先
川崎市 環境局
脱炭素戦略推進室
TEL 044-200-0369

横浜市
・日時　8月5日（金）14時～16時
・場所　横浜市技能文化会館
　　　 802大研修室
・申込方法
横浜市HPにてご確認ください

・問合せ先
横浜市 温暖化対策
統括本部調整課
TEL 045-671-2623

相模原市
・日時　8月19日（金）14時～16時
・場所　エコパークさがみはら学習室
・申込方法
相模原市HPにてご確認ください

・問合せ先
相模原市環境経済局
ゼロカーボン推進課
TEL 046-769-8240

説
明
会
の
詳
細

エコアクション21 令和4年度川崎市・横浜市・相模原市 自治体イニシアティブ・プログラム

～SDGs・脱炭素への近道?!～

よくわかるエコアクション21 入門説明・相談会開催のお知らせ
主催：エコアクション21  地域事務局かながわ（神奈川県中小企業団体中央会）
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（一社）神奈川県洋菓子協会

2022神奈川県洋菓子協会作品展
～湘南ゴールドを使用したお菓子のモニターを実施～

　一般社団法人神奈川県洋菓子協会は、令和４年６月７日～８日に「2022神奈川県洋菓子協会作品展」を藤沢　一般社団法人神奈川県洋菓子協会は、令和４年６月７日～８日に「2022神奈川県洋菓子協会作品展」を藤沢
市藤沢公民館・労働会館　Fプレイスにて開催しました。当作品展は洋菓子技術や開発を通して、業界の発展市藤沢公民館・労働会館　Fプレイスにて開催しました。当作品展は洋菓子技術や開発を通して、業界の発展
を図ることを目的に開催しています。を図ることを目的に開催しています。
　またイベントの一貫として、会員企業３社が湘南ゴールド加工品を使った新商品の試食アンケートを実施　またイベントの一貫として、会員企業３社が湘南ゴールド加工品を使った新商品の試食アンケートを実施
し、イベントを盛り上げました。し、イベントを盛り上げました。
　今回配られた商品は、「神奈川県中央会×全農かながわ（湘南ゴールド加工品の提供）×洋菓子協会」の連携で　今回配られた商品は、「神奈川県中央会×全農かながわ（湘南ゴールド加工品の提供）×洋菓子協会」の連携で
開発された商品で、４月に関係者による試食アンケートを実施し改良されたものです。来場者への試食アンケー開発された商品で、４月に関係者による試食アンケートを実施し改良されたものです。来場者への試食アンケー
トではたくさんのお褒めの言葉をいただくことができました。トではたくさんのお褒めの言葉をいただくことができました。
　一部商品については、JA の直売所にて販売を予定しております。詳細が決まり次第改めて商工神奈川に掲　一部商品については、JA の直売所にて販売を予定しております。詳細が決まり次第改めて商工神奈川に掲
載いたします。載いたします。

【イベントに関するお問合せ先】（一社）神奈川県洋菓子協会 事務局　TEL：045-453-0332

　本会では、経験豊かな本会のスモールM&A支援事業コーディネーターが下記の２つの方法で組合及び組合
員の皆様からの事業承継やスモールM&Aに対するご相談にお応えいたします。ご相談は無料で、秘密厳守で
行いますので、ぜひ、ご活用ください。（申し込み先 TEL.045-633-5132）

①巡回相談　日程を調整して本会職員とスモールM&A支援事業コーディネーターがご訪問いたします。

②窓口相談 毎月原則第二水曜日13時より（詳細は下記実施日をご参照ください）に本会会議室にて事業
承継に関する相談窓口を設置いたします。
（開催前週金曜日までにお申し込みください）
開催予定日：8/10・9/14・10/12・11/9・12/14・2/8

アンケートの様子 湘南ゴールドを使用した新商品

■ 本会支援スキームによる令和２年度における運輸業のM&A支援事例
　本会では事業承継をお考えの組合員の方から相談を受けた組合事務局と連携して、株式売却までの支援を行

いました。

■ 本事業に対するお問い合わせ先：神奈川県中小企業団体中央会  組合支援部 （TEL. 045-633-5132）

譲渡企業

資本金：500万円

譲受企業

資本金：5,000万円

本会スモールM&A支援事業
コーディネーター



9商工神奈川　2022年7月号

「ITを活用した組合員への情報発信と組合事業への展開」
～ペーパーレス化をきっかけとしたさまざまな取り組み～

ITを活用した情報発信　～ペーパーレス化とすばやい情報提供～

「Web会員」を増やす取り組み　～ キャンペーンによる積極的勧誘 ～

様々な情報発信ツールを活用　～メルマガやLINEばかりでなく機関紙も～

　当組合は平成6年に設立し、現在414名の組合員で構成されています。設立当初から組合員数も多いなか、月
に１度の情報発信は郵送で行っていました。そのため、印刷費や通信費などの負担も大きく、最新情報を素早く
提供できていないという問題がありました。そのような中、令和元年に内藤理事長が就任され、情報発信の方法
について見直し、メール配信によるペーパーレス化での経費削減と最新情報を素早く組合員に発信する合理化に
取り組んでいます。

神奈川県柔道整復師協同組合
　神奈川県柔道整復師協同組合は、国民医療の一つである柔道整復師が、
他の類似サービスに負けない技術と知識を研鑽し、その技術を発揮する
設備・器具を充実させ、さらに対外的信用力の向上を目的として設立し
た組合です。IT を有効活用して組合員に役立つ取組を積極的に行ってい
ます。今回、内藤晴義理事長にお話しをお伺いしました。

　メール配信での情報提供を実施するために、組合員のメールアドレスの収集に取り組み、メールアドレスを提
供してくれた組合員を「Web 会員」として登録しています。ＩＴ活用に積極的な組合員の方の登録は比較的容易
でしたが、IT に不慣れでメールアドレスを持っていない組合員の方もいたため、組合員全体にこれを広めるのは
容易ではありませんでした。そこで、令和3年度より「Web会員登録キャンペーン」を始め、その後、新たに「Web
会員」になってくれた方に1,000円分のクオカードをプレゼントしています。この結果、令和3年度は15名の組
合員が「Web会員」となり、現在「Web会員」は187名になりました。

　「Web 会員」向けのメルマガでは、理事会で承認された内容をメインに、給付金情報や中央会から発信される
各業界の景況感など、組合員にとって有益と考えられる情報を積極的に発信しています。素早く情報提供するた
めに、メールでの「みなし理事会」を行うこともあります。中央会から提供される各業界の景況感に関する情報は、
組合員の接骨院、整骨院に来院される患者様との話題につながると考え配信しています。
　また、組合活動に積極的な組合員を対象に LINE グループを作り、よりタイムリーな情報発信や意見交換の場
を設けています。LINE は相互でコミュニケーションが取れる点が大きなメリットであり、そこで出た情報・意
見を後ほどメルマガで配信することもあります。また、先日ホームページをリニューアルし、HPに記事を投稿
すると「Web会員」に自動的にメール配信できるシステムを構築しました。
　情報発信に関して、IT を活用したペーパーレス化・合理化を急激に推し進めては、すべての組合員の理解を得
ることが難しくなります。すべての組合員を網羅するために印刷物として機関紙「絆」や「組合ニュース」を定期的
に発行しています。機関紙は、賛助会員の宣伝広告の場にもなります。デジタルとアナログ双方のメリットを組
合活動に上手く活かすことを考えて取り組んでいます。
　当業界でも、将来的に患者様の保険申請が電子申請に一元化される可能性があり、組合員がDX化を求められ
る可能性があります。その時に組合員が対応できるよう、今後も組合で様々な事業を行っていく予定です。

【お知らせ】

　神奈川県中央会では組合のDX化（デジタル化）相談に応じています。
詳しくは、活性化支援部（TEL　045-633-5133）までお問い合わせください。
　今後も各組合で取り組んでいる IT 推進・DXについて、ご紹介していきます。
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2022  5月2022  5月 業界情報業界情報 情報連絡員の声情報連絡員の声
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【天気図の見方】各景況項目について「増加」（または「好転」）業種割合から「減少」（また
は「悪化」）業種割合を引いた値（KJI）をもとに作成。その基準は次の通りである。ただし、
在庫数量はKJI値プラスの場合には雨、マイナスの場合には晴れの方向に表した。KJIとは、
「神奈川県情報連絡員調査指数」の略である。

※この業界情報は、県下74名の連絡員からの情報をもとにしております。
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売上については対前年、給食は横ばい、店舗・卸等は、
原価高に対しての販売価格への転嫁が進みやや上昇の

状況。コロナ収束傾向に期待は高まるが、材料高騰を価格に転嫁
しており買い控えも心配な状況である。材料エネルギーの高騰が、
依然続いており、業界の先行き不安を感じている組合員が多い。

令和４年度４月の清酒課税移出数量の特定名称酒は対前
年比124.87%と上回った。内訳は吟醸酒114.50％、

純米吟醸108.76％、純米酒130.57％、本醸酒酒144.98％となっ
た。特定名称酒以外の普通酒は対前年比99.31％と下回ったが、合
計で対前年比121.79％と前年を上回る結果となった。

ウッドショックに始まった原材料値上げが激しい。木材以外に
も革、ウレタン、塗料、接着剤に至るまで値上げ。ロシアのウ

クライナ侵攻、上海都市封鎖が追い打ちとなっている。対抗策として企業は販
売価格の値上げに踏み切らざるをえないが、多くの中小企業は、苦慮している。

今月は新型コロナウイルスの「まん延防止等重点措置」
が解除された後にGWを迎えることから観光客等人出

増加とそれに伴う売上増加に期待したが、結果、売上が前年より増
える店舗が見られたものの総体的には昨年度並みで終わった。加え
て、昨今の電気・ガス等の公共料金値上げに加え原料を始めとする
諸物価の値上げが目白押しで今後の経営への影響が心配である。

今月の大型連休辺りからようやく外食や外出に関
して抵抗が少なくなってきたようでコロナ以前に

戻ってきつつあるような気がしてきた。

GWの特需も特になく昨年同様仕事の動きは少な
かった。各種イベントが再開しつつあり、週末の人

手も増えているように思うので印刷物の需要回復を期待したい。

原油価格の高騰、円安、資材の値上げ等により、骨
材の生産費、運搬費が増加しているが、骨材の値上

げについてできていない状況にあり、収益状況を圧迫している。

中国からの原材料の輸入に依存している組合企
業では、中国国内での物流網の寸断を受け、輸

入ライセンスが下りず苦慮している。また、組合企業全般では、
原料の高騰に製品価格が追従できず、収益状況は悪化している。

日本製紙連合会が発表した2022年４月の紙・板紙需給速報
では、紙・板紙の国内出荷は前年同月比2.2%減で６ヵ月

ぶりのマイナスとなった。用途別では、グラフィック用紙が6.3%減３ヵ
月連続のマイナス、パッケージング用紙は1.8%減で14ヵ月ぶりのマイ
ナスとなっている。印刷・情報用紙の国内出荷は前年同月比6.3%減で４ヵ
月ぶりにマイナスへ転じた。非塗工紙、情報用紙ともにマイナス。その
他の品種では、新聞用紙が6.4%減で11ヵ月連続、段ボール原紙が1.9%
減で６ヵ月ぶり、白板紙が2.7%減で14ヵ月ぶりのマイナスとなった一
方、包装用紙が2.1％増で13ヵ月連続、衛生用紙が11.2％増で６ヵ月連
続のプラスとなっている。新年度のスタートだが、商業印刷物が売上の
大半を占める県内中小印刷会社は依然として非常に苦しい状態である。

昨年同期は大型一括案件の生産が開始された時期で
あり、受注売上とも好調であった。本年は上記大型

案件が終わり、コロナ禍の状況に逆戻りである。その中で、人工
衛星向け塗料が一時的に好調で黒字計上できる。経費は年初から
15％上昇している。経費、受注とも厳しい状況が続いている。

半導体不足、東南アジアでの
コロナ感染拡大の影響によ

り、部品供給不足による自動車完成メーカーの生産調整の影
響を下請け企業も受けている。そのため今期の売上は前年比
マイナスが避けられない見込みとの声もある。

潜在的需要はあいかわらずあ
るものの部品・材料の調達遅

れ、半導体の不足、ロシアによるウクライナ侵攻による情勢
の不透明感があり大半自動車メーカーの工場ライン停止によ
る受注減少リスクもまだまだある。

仕事量と部材調達が思うよう
に連動しない状況が発生して

稼働できない場合がある。人の動きが活発になってきたので
は歓迎しているが人手不足に陥る懸念が危ぶまれる。

大きな動きはない。人材不足は解消されない。円安
の影響が出始めている。先行き不透明感は否めない。

上海のコロナ感
染によるロックダ

ウンの影響により、部品の供給が見えない状況となり、会員の
多くが受注減。６月、７月と今後の先行きが全く見えない。７
月以降の受注が全く入ってこない事業所も出ている。

資材の高騰によ
り、収益状況の

悪化。前年が悪かったのでまだ底の状態。

世界的に設備投資
が回復しており、

国内・海外向け共に前年比増。半導体関連の動きが活発化してい
る。コロナ禍の生活環境の変化により、受注変化への対応が求めら
れる。原油・原材料の高騰が顕著であり、価格転嫁がやや進んでい
るが収益はやや悪化。生産増加が見込めるが人手不足が懸念される。

パ　ン

酒　造

家　具

ひもの

製　麺

製　本

砕　石

石油製品

印　刷

塗　装

工業団地（相模原市）

工業団地（相模原市）

工業団地（伊勢原市）

金属製品

工業中心の複合業種（川崎市）

工業中心の複合業種（川崎市）

工業中心の複合業種（厚木市）

輸

送

機

器

当方は約10万トンの原油タンカーを
製造しているが原材料の鋼材価格の高

騰が懸念材料の一つである。国内製鉄会社は原材料の鉄鉱石価
格の上昇や、需給の逼迫を理由に値上げを唱えている。タンカー
市況が低迷しているためコスト上昇分の船価反映は難しい状況
である。もうしばらく建造のスローペースが続きそうである。

船舶製造・修理
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連休後のコロナ感染拡大が、予想ほど広がりは
なく５月の３週目には落ち着いて徐々に感染

者数が減ってきて一安心である。経済再生のため、川崎市・神奈川県等でプレミ
アムを付けた商品券や〇〇Pay 等が乱立しているが、多すぎて訳が分からない状
況になっている。第３弾川崎じもと応援券は、今回はスマホ決済での利用になり
５月31日が締切だった。購入申し込みは90％以上だが、利用できる店が前回の
60％くらいに減っている状況である。また、商店街でも県の助成をもらいプレミ
アム付き商品券の販売とサマーキャンペーンの共同売出を６月から実施する。

非　製　造　業

卸

売

業

小

売

業

商

店

街

商

店

街

サ

ー

ビ

ス

業

建

設

業

そ

の

他

の

非

製

造

業

運

輸

業

売上は変わらず３割減が続いている。GWもあまり盛り上がらなかったよ
うである。ガソリン価格の高騰と売れ筋商品の欠品が問題になっている。

売上についてはようやく前年同月比で増加になったが新型コロナ禍以前
（２年前）と比較した場合、依然減収している状況。一方、巣ごもり需

要による特需で増収の企業もあるが、取扱い商品・販売ターゲットによって業績格差が
顕著に表れている。アフターコロナによる世界的な需要増でロシアのウクライナ軍事侵
攻等による原油高、半導体不足、小麦不足等によって、海外調達遅延、仕入価格上昇、
物流経費増加によって、受注が失墜し売上減少しているものあり、又、前述の変動費増
加による収益悪化が表れている。現時点では仕入れ価格の上昇を販売価格に中小企業が
転嫁することが厳しい状況である（どの業種においても言える状況である）。

４月・５月ととりあえず平常時に戻り売上も昨対120％～
130％ほどに回復はしているが19年度比較すると80～90％

の売上に留まる。飲食店への足は回復しているが、お客の上りが早く10時以降の売上
が大幅に減少しているとのことで、なかなか元には戻りそうもない。ウクライナ情勢・
円安・異常気象等起因する食品の値上げ、品不足が今までになく頻繁に起こり、我々
卸、飲食業界には大変な状況にあり、まだまだ値上は収まりそうにない。飲食店はメ
ニュー価格改正に非常に慎重であり、そのしわ寄せが卸にも影響を与えている。

段ボール市況は中国経済の悪化に伴い東南アジアや台湾か
らの製品輸出が低迷し４月の１ヵ月間で $20下落したが現

在は落ち着いている。新聞古紙はロシアのウクライナ侵攻の影響を受けて韓国や東
南アジア向けで高騰している。今後高止まりもしくは更なる上昇も考えられる。雑
誌古紙は比較的安定しているが新聞古紙の不足に伴い、韓国や東南アジアの板紙メー
カーは雑誌古紙の配合を増やす動きもあり、今後価格上昇の可能性も出てきている。

古紙市況は市中回収量の減少が続いているため、問屋在庫が前年同月
比でマイナスとなっている。特に新聞・雑誌の減少が目立っており、

アジア向け輸出の鉄スクラップ市況は海外市場における価格下落の影響で国内外向けともに弱気
局面となっている。アルミ市況は世界的な電力コストの上昇や需要の後退が鮮明になる中、アル
ミリサイクルのマーケットでは今後の方向性が定まらない不透明感を濃くしている状態である。

各メーカー販売会社よりの商品入荷状況は引き続き厳しい状態であ
る。アイリスオーヤマも６月期より商品値上げの発表があり食料品の

値上げ等、消費者心理に与える影響もあり購買意欲の低下が心配ではあるが、反面品不足
の情報がメディアにより報道されているため、エアコン等は早期に買換をする方もあり。

５月に入り、元売会社の仕切価格は4.5円 /ℓ上昇し、激変緩和事業の
補助金により、6.6円 /ℓと上昇幅を抑えることができているが、後半

には2.3円 /ℓ上昇し、原油価格が堅調に推移し、為替相場の円高効果を打ち消した格
好となった。しかしながら、末端 SSの競争原理は相変わらず変化は見られず、仕切価
格改定以上に値下げ競争を展開し、点から線・面に安値状況がまん延している状況。

コロナの影響で１月末にテナントが倒産した。

節句等、イベントが多い。

ロシアのウクライナ侵攻の影響もあり資源価格が上昇。数量は伸び悩む。

原油高の影響で４月よりタイヤの値上がりが７％～10％ほどになっ
ている。その影響で需要が低下し業界の景況は悪化している。

魚価の高騰が止まらない。小売用・納入用の冷凍魚は入荷量も
はっきりしなくなってきた。給食の担当は手当に困っている。

前年と比べれば売上は増加したが、コロナ前と比
べれば80～90％なので苦しい状態である。

玉葱の主要産地北海道・春が旬の佐賀県ともに生育期の少雨が響いて不作とな
る中、主に業務用に使用される中国産も、中国西部の産地が天候不順に見舞わ

れ、生産が落ち込んでいる上に、現地の都市封鎖による入荷の滞り、石油高とコンテナ不足で海
上輸送のコストもかさみ、又、４月にかけての急速な円高も輸入価格を押し上げた。万能野菜「玉
葱」が、いまは家庭や飲食店の食材コストに重くのしかかっている。小田原の特産品の「梅」も今シー
ズンは開花期が長く、冬の間の雨と気温の低さにより実のサイズが平年よりも小さいとのこと。

５月も天候は不安定で、例年に比べ低温、降水量が多く、入荷量にばら
つきがあり、国内野菜果物の相場は、乱高下を繰り返した状況であった。

輸入関連野菜果実はウクライナ戦争、コンテナ不足、燃料高、人材不足の影響で高値で
あり特に中国産玉葱の輸入量減少に伴い、国産玉葱相場は異常な高値が続いている。総
体的には、高値であり、飲食店関係の納品は期待したほど伸びず、連休もあり、小売り
販売には厳しい状況が続いた。販売業は前年比91％、販売高前年比108％であった。

相変わらず牛、肉の高値が続いてる。

GWは満室の施設が多く、例年通りのにぎわいと
なった。GW以降の平日は、かながわ旅割の効果

で個人客が好調であった。少しずつではあるが団体客の予約も入るようになってきた。

【薬剤】薬価改定が１年に１回となり、医薬品卸との交渉を
開始しているが、供給不足状態が続いており、まともに価

格交渉できる環境にない。
【給食】国内外の情勢により食材費をはじめエネルギー、資材の値上がり
が続いており、どこまで持ちこたえられるか、正念場である。さらなる
業界改善が必要である。
【コロナ関連】コロナワクチン接種者の減少はあるが、４回目の接種が打
ち出され今後の動向に注目が必要。発熱外来は件数が減少しているが、
陽性率は50％以上と高く推移している。ベットは十分である。

飲食店を中心に少しお客様が戻りつつあるが、
原材料の値上がりは転嫁しにくい状況である。

会員数が減少している。消費税対象事
業者で、消費税だけで50万近く納税し

ている。主に駐車場の運営（利用料収入）の額が多く、いい対策はないも
のか。（簡易課税方式をとっているが、みなし仕入率が40％と多い）

GWは観光客を中心に久しぶりに賑わっ
た。５月期は雨日が多かったが、コロナ

も小康状態となり来街者が微増して賑やかさが少しずつであるが戻ってきた。

無店舗販売（ネットショッピング）の
影響を受けにくい生鮮食品に活気が

ない。商圏内のディスカウントを売りにしているショッピングセ
ンターが原因と思われる。客数が多い業種だけに、全体売上・来
店客数にマイナスに作用している。県の商店街等プレミアム商品
券支援事業の承認が取れたので、夏の商戦の活性化に繫げたい。

総会が終了した。今
年度は組合員の増

強・オンラインでの個人相談を強化し、新たな顧客開拓に努
め、若者特に学生のファイナンス教育に注力する。

令和４年度上期はほぼ順調に推移す
る見込み。前年同月と比較すると５

G関連業務が一服して減少に転じ、それに伴い収益状況が悪
化している。ロシアのウクライナ侵略、コロナ感染で日本経
済が低迷し、中小 IT 企業への影響が懸念される。

建設業界では建設資材価格の高騰が続いているが、事
務所・倉庫・工場の設計・施行は前年度より増加して

堅調に推移している。また、横浜市の大型物件のプロポーザルは今年
度は減少している。その他、小規模な改善計画が随時公表されている。

人材不足。

少しずつ毎日の来院者数は増加しつつあるが、組合員
の活気がもどっておらずやはり資金繰りに苦慮されて

いる方が増加している。保険請求に頼らず、自費診療、物販に経営の主な収
益をシフトしようとする方々が増えてきており、時代の流れはそちらに向け
て動き出してくることが推察される。また、人員削減し人件費をカットする
など、経営規模を縮小し、営業利益を上げる動きも同様に増加している。

民間受注の景況は緩和傾向で、これまでの悪化から少しは好況
である。依然として、原材料や副資材の値上げによる影響は大

きい。一方、公共工事においては、上半期の発注が佳境に入り、動向を注視したい。

資機材の納期が遅れているため工事が長期化してい
る。材料価格が高騰している。仕事量の減少。人材不足。

今だ仕事量は少ない。その後は、仕事量も徐々
に多くなると思われる。今は、仕事量が少なく

材料等の値上げも大きいために受注金額が厳しい状態である。

年度が変わり当組合関連の総会（総代会）への出席で忙し
い。商工神奈川2022年５月号に当組合員の活動を掲載

していただいた。５月は例年だと気候もよいのだが、本年は天候も悪
く仕事に影響あり。６月中旬には梅雨に入るためボーナス期に期待！

材料（金物等含む）の高騰が続いている。

コロナ感染者数がゆるやかに減少し、人流がふ
え、営業収入が増加した。

燃料については国の燃料価格激変緩和措置により上昇
はなくなったが、依然として高値のままである。５月

からは値上げが続いているアドブルーの価格が２割以上値上がりし、燃
料とともに運送事業者の負担が大きくなっている。長距離便の需要は
徐々に回復してきているが、全体量は１～２割減の状態が続いている。
トレーラなどの大型車については４月からの首都高速の値上げにより、
大きな影響を受けている。海上コンテナ等については労働時間短縮のた
め高速道路の利用は不可欠であるが、値上げ幅（1.9倍）が大きく、交渉
力の弱い中小企業は荷主への運賃UPも進まず、苦しい状況である。

先月同様燃料価格の高止まりにより収益が圧迫
されている。

前年同月の売上が低く比較すると増加に該当する。歯科用
貴金属も含め材料も全体に値上げが見られ収益は少ない。

コロナの規制が一切解除され日常が戻りつつあるものの物価上
昇の不安からか極端な購入意欲の低下が感じられる。中小企業・

個人事業従事者は収入面の減少から家賃の滞納が相変わらず増加している。

商店街（川崎市）

菓子卸

卸団地

料理材料卸

リサイクル

リサイクル

電化製品

燃　料

共同店舗

菓　子

金属原料

タイヤ販売

鮮　魚

化粧品

青　果

青　果

食　肉

温泉旅館・ホテル

医療業

商店街（横浜市）

商店街（相模原市）

商店街（横須賀市）

商店街（藤沢市）

ファイナンシャルプランナー

情報サービス業

建築設計

建　物

柔道整復師

管工事業

電気工事

空調設備工事

畳工事

建　具

タクシー

道路貨物

道路貨物

歯科技工

不動産
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組合個別
専門相談
組合個別
専門相談

組合運営に関するよくある
質問に、本会の無料個別専
門相談を担当している、弁護
士、税理士・公認会計士・社
会保険労務士の先生方がわ
かりやすくお答えします！

組
合
組
合
組
合

第

回

第

回

第

回
58Q AQ A&&

令和4年

◎法律、税務・経理、労務 8月3日（水）
午後1時～4時　本会会議室にて

●電話予約をお願いします。　本会 組合支援部 TEL：045-633-5132

■ 次回日程

●通常相談は無料、秘密厳守●

「zoom」 による
オンライン相談
もできます。

A．
　2022年４月からいわゆる「パワハラ防止法（「改正労働施
策総合推進法」）が中小企業にも義務化され、ハラスメント
へ対する社会全体の関心が高まっています。昨年12月に
もこの紙面でパワハラ防止法についてお伝えしましたが、
これに関する相談が寄せられることが多くなっていますの
で、今回は相談があった場合の具体的な対応について取り
上げてみたいと思います。

会社には具体的に次の措置を講ずることが義務とされてい
ます。

【会社の義務】事業主が雇用管理上講ずべき措置
　　　　　　（パワハラ防止法）
１．事業主の方針の明確化及びその周知、啓発
２．相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必

要な体制の整備
３．相談後における事後の迅速かつ適切な対応
４．併せて講ずべき措置（プライバシー保護、不利益取り

扱いの禁止など）

　その中でも「２．相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応す
るために必要な体制の整備」については、人数の少ない中小
企業では相談窓口を社内に設けることが難しいなど課題も
ありますが、ハラスメント問題は企業の規模に関係なく起
こりえるものですので、人事担当者への教育や外部機関の
利用を検討するなどして適切に対応することが求められま
す。

　では、実際に社内でハラスメント問題が発生したとき、
相談を受けた会社の担当者はどのようなことに気を付けて
対処すれば良いでしょうか。パワハラ対応に限らず、セク
ハラやマタハラ、カスハラ（カスタマーハラスメント）にも
共通するものになります。

①相談者の心身状態の把握
　まず最初に、相談者がケガを負っていないか、ある
いは精神障害（夜は眠れているかなど）に至っていない
かどうかなど、心身の状態を把握し、対応の緊急度や
重要度を判断します。場合によっては医師の診断や休
職も検討する必要があります。その上で、具体的事実

関係（日時、場所、行為内容、相談者の状況（その時ど
のような対応をしたか）、目撃者の有無など）の確認を
行っていきます。この時点では事実の聞き取りに徹す
ることが基本であり、ハラスメント事実の有無を判断
する場面ではありません。

②セカンドハラスメントに注意する
　勇気を出して会社にハラスメント被害を相談したと
ころ、会社側から「勘違いなのではないか」「余計な問題
を起こすな」「そのくらい我慢しろ」「あなたにも原因が
あるのでは？」などと、まるでこちらにも責任があるよ
うな言い方をされたり、嫌がらせを受けて、さらに傷
つくといった「二次被害（セカンドハラスメント）」が発
生しないように気を付けましょう。その裏には、会社
としてはハラスメント被害の相談を受けても、とにか
く問題をうやむやにしたいという本音がある可能性も
考えられます。

③相談者の希望の聞き取り（相談者のプライバシー保護）
　相談者がどのような対応を希望しているのかを確認
します。行為者への具体的な処分を希望するのか、処
分までは希望しないが、事実調査や職場環境の改善を
図ってほしいのかなどを聞き取ります。また相談が
あったことを行為者や第三者に開示してよいかどうか
についても必ず確認すべきです。行為者の報復を恐れ
たり、職場で噂話が広がって今後の仕事がしづらくな
るといった理由から、相談をしたことを行為者や第三
者に知られたくないと要望する相談者も多くいます。
その場合は、基本的には相談者の意向を尊重するべき
でしょう。ただ、プライバシー保護を遵守する場合の
難点は、行為者に対して処分をすることや再発防止策
などを効果的に実施することができなくなりますの
で、相談者とよく相談して、報復防止策など今後の対
応を決定していくことになります。

　また、相談者のみならず、行為者のプライバシーにも
注意を払うことが必要です。ハラスメント行為者の懲戒
処分の事実を社内公表することは無制約には認められる
ものではありません。懲戒処分は受けた本人の名誉や信
用を低下させる恐れがあるものなので、公表をする場合
は、必要性小限度の表現で、事実をありのままに公表す
るようにしましょう。

社内でハラスメント問題が発生しました。会社はどのように対応を進めていけば良いのでしょうか？Q. 

社
会
保
険
労
務
士
法
人
こ
と
の
は

　

社
会
保
険
労
務
士

益
子
英
之
先
生
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編集後記

　最近トイプードルを飼い始
めました。家に帰っても家族
は歓迎してくれませんが、犬
はしっぽを振って喜んでくれ
ます。家に帰る楽しみができ
ました。

情報調査部担当者

【組合の情報掲載に関するお問合せ】
情報調査部　TEL:045-633-5134

もしくは組合担当者まで

★イベントの
　告知をしたい
★組合の事業を
　紹介したい
★取材に来てほしい

『商工神奈川』に
組合の情報を掲載しませんか？

情報募集

お気軽にお問合せ下さい！お気軽にお問合せ下さい！

＃58  横須賀のメロン
　横須賀のメロンは、市内の約40戸で生産されて
おり、その多くが露地栽培である。果肉の厚さ、
香り、甘みが強いのが特徴で、市内直売所や市場
を経由して販売している。

　こちらのコーナーは「かながわの名産100選」より抜粋してい
ます。
　「かながわの名産100選」は県 HP（http://www.pref.kanaga
wa.jp/docs/ya3/cnt/f300096/）でもご覧になれます。

記事に関するお問合せはこちら
神奈川県  国際文化観光局  観光部 観光企画課

TEL：045-285-0739（直通）

今月
の逸
品『かながわの名産

　　　　　　100選』より
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神奈川県中小企業団体中央会  会員の皆様へ耳より情報！
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発行／神奈川県中小企業団体中央会
商工神奈川7月号　通巻775号　　令和4年7月15日発行（毎月15日発行）

案内図

〒231-0015
横浜市中区尾上町5丁目80番地
神奈川中小企業センター9階
TEL （045）633-5131
FAX （045）633-5139

ｈｔｔｐｓ://www.chuokai-kanagawa.or.jp/

JR関内駅北口 徒歩5分
横浜市営地下鉄関内駅 徒歩3分
みなとみらい線馬車道駅 徒歩7分

JR関内

尾上町交差点地下鉄関内

馬車道

指路教会

セルテ

→大船

→県庁

横浜←
みなとみらい線

大
岡
川

伊
勢
佐
木
町

↓
上
大
岡

神奈川中小企業
センター


